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○東京都重度心身障害者手当条例  

 

(目的 ) 

第一条 この条例は、心身に重度の障害を有するため、常時、複雑な介護を必要とする者

に対し、重度心身障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図るこ

とを目的とする。  

 

(支給要件 ) 

第二条 重度心身障害者手当 (以下「手当」という。 )は、東京都の区域内に住所を有する

者であつて、心身に、別表に定める程度の重度の障害を有するもの (以下「重度心身障害

者」という。 )のうち、次の各号のいずれかに該当するものに支給する。  

一 六十五歳未満の者  

二 六十五歳以上の者であつて、六十五歳に達する日の前日までに第五条に規定する判

定を受け、重度心身障害者であると認定されたことのあるもの (東京都規則 (以下「規則」

という。 )に定める者を含む。 ) 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する重度心身障害者には、手当

は、支給しない。  

一 規則に定める施設に入所している者  

二 病院又は診療所 (前号に規定する施設を除く。 )に継続して三月を超えて入院してい

る者  

3 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる重度心身障害者の区分に応じ、当該各号

に定める者の前年の所得 (一月から十月までの月分の手当については、前前年の所得とす

る。 )が所得税法 (昭和四十年法律第三十三号 )に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の

有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるときは、手当は、支給しない。  

一 二十歳以上の重度心身障害者  当該重度心身障害者  

二  二十歳未満の重度心身障害者  当該重度心身障害者の配偶者又は民法 (明治二十九

年法律第八十九号 )第八百七十七条第一項に定める扶養義務者で主として当該重度心

身障害者の生計を維持するもの  

(平一二条例一一〇・全改 ) 

 

(手当の額 ) 

第三条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、六万円とす

る。  

(昭四九条例二一・昭五〇条例五八・昭五一条例五九・昭五二条例五九・昭五三条

例一九・昭五五条例二七・昭五六条例二三・昭五七条例二四・昭五八条例一三・昭

五九条例二二・昭六〇条例二二・昭六一条例二三・昭六二条例一六・昭六三条例三

五・平元条例四一・平二条例三六・平三条例一四・平四条例四七・平五条例一三・

平六条例二四・平七条例四〇・平八条例四九・一部改正 ) 

 

(受給資格の認定 ) 

第四条 手当の支給を受けようとする者は、知事に申請し、受給資格の認定を受けなけれ
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ばならない。  

 

(判定 ) 

第五条 前条の認定を受けようとする者は、規則の定めるところにより、別表に定める程

度の重度の障害の状態にあるか否かについて、東京都心身障害者福祉センター条例 (昭和

四十三年東京都条例第十七号 )により設置された東京都心身障害者福祉センターの長の

判定 (以下「判定」という。 )を受けなければならない。  

2 知事は、必要があると認めたときは、前条の認定を受け受給資格を得た者 (以下「受給

者」という。 )に対し、その者が、現に、別表に定める程度の重度の障害の状態にあるか

否かについて判定を受けさせることができる。  

 

(支給期間等 ) 

第六条 手当は、第四条の規定による認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべ

き事由の消滅した日の属する月まで支給する。  

2 手当の支給を受けようとする者が災害その他やむを得ない理由により第四条の規定に

よる認定の申請をすることができなかつた場合において、当該理由がやんだ後十五日以

内にその申請をしたときは、前項の規定にかかわらず、手当は、当該理由により認定の

申請をすることができなくなつた日の属する月に認定の申請があつたものとみなし、そ

の月から支給する。  

3 手当は、月ごとに、前月分を支給する。ただし、第四条の規定による認定の申請のあ

つた日の属する月から、当該申請にかかる認定をした日の属する月までの分の手当は、

当該認定をした日の属する月の翌月に支給する。  

 

(受給資格の消滅 ) 

第七条 受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。  

一 死亡したとき。  

二 第二条に規定する支給要件を備えなくなつたとき。  

三 手当の支給を辞退したとき。  

 

(手当の返還 ) 

第八条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、知事は、当該

手当をその者から返還させることができる。  

 

(届出 ) 

第九条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかにその旨を知事に届

け出なければならない。  

一 住所を変更したとき。  

二 第七条第二号及び第三号に該当するとき。  

三 前各号のほか規則で定める事項に該当するとき。  

 

(状況調査 ) 
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第十条 知事は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し、規則の定め

るところにより、報告を求め、又は生活状況等について調査を行なうことができる。  

 

(申請等の代行 ) 

第十一条 第四条に規定する申請及び第九条に規定する届出は、当該行為を行なおうとす

る者に代つて、その者の父若しくは母又は父母がないか若しくは父母が介護しない場合

においては、その者を介護している者が代つて行なうことができるものとする。手当の

受領に関する行為についても、また同様とする。  

 

(委任 ) 

第十二条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。  

別表 (第二条、第五条関係 ) 

(昭五〇条例五八・平一〇条例一一七・一部改正 ) 

一 重度の知的障害であつて、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著

しい精神症状を有するもの  

二 重度の知的障害であつて、身体の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの  

(一 ) 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの  

(二 ) 両耳の聴力損失がそれぞれ九〇デシベル以上のもの  

(三 ) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの  

(四 ) 一上肢の機能を全廃したもの  

(五 ) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの  

(六 ) 体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの  

(七 ) 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に

制限されるもの  

(八 ) 前各号に掲げる程度以上の身体障害を有するもの  

三 重度の肢体不自由であつて、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座つている

ことが困難な程度以上の身体障害を有するもの  
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〇東京都重度心身障害者手当条例施行規則 

 

(東京都規則に定める者) 

第一条 東京都重度心身障害者手当条例(昭和四十八年東京都条例第六十八号。以下「条例」

という。)第二条第一項第二号に規定する東京都規則に定める者は、六十五歳に達する日

の前日において同条第二項第一号に規定する施設に入所していた者で、同日までに条例

第四条の規定による重度心身障害者手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定の申

請(以下「申請」という。)を行わなかつたものをいう。 

(平一二規則三二四・追加) 

 

(東京都規則に定める施設) 

第二条 条例第二条第二項第一号に規定する施設とは、次に掲げる施設(通所により利用す

る施設を除く。)をいう。 

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する障害児入所施

設及び情緒障害児短期治療施設 

二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第

百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設であつて、国若しくは地方公共

団体又は社会福祉法人の設置する施設 

三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する養護老人ホーム、

特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム 

四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第一号に規定する救

護施設 

五 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百四十九条に規定する国

立保養所及び児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関 

六 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十

七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ

の園の設置する施設 

七 前各号に掲げるもののほか、介護の確保が国又は地方公共団体の負担において行わ

れている施設又は病院であつて知事が定めるもの 

(昭四九規則一八七・昭五九規則一六五・平二規則二二四・平一一規則三九・一部

改正、平一二規則三二四・旧第一条繰下・一部改正、平一二規則三七九・平一六

規則二・平一八規則二二三・平二四規則九一・平二五規則六四・平二六規則九四・

平二七規則一三・一部改正) 

 

(所得の額) 

第三条 条例第二条第三項に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和四十年法律第三十
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三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じ

て、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。 

扶養親族等の数 金額 

〇人 三、六〇四、〇〇〇円 

一人以上 三、六〇四、〇〇〇円に扶養親族等一人につき三八〇、

〇〇〇円(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は

老人扶養親族にあつては一人につき四八〇、〇〇〇円、

同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十

九歳未満の者に限る。)にあつては一人につき六三〇、〇

〇〇円)を加算して得た額 

 

(平一二規則三二四・追加、平一三規則二三二・平一四規則二二八・平二四規則九

一・一部改正) 

 

(所得の範囲) 

第四条 条例第二条第三項に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六

号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて

課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の

市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。 

(平一二規則三二四・追加) 

 

(所得の額の計算方法) 

第五条 条例第二条第三項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日

の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額、

退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法

附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第四項

に規定する先物取引に係る雑所得等の金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の

二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等

の額の合計額(条例第二条第三項第二号に規定する者にあつては、その合計額から八万円

を控除して得た額)とする。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を

前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 

一 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第一号、第二

号、第四号若しくは第十号の二に規定する控除を受けた者又は同項第三号に規定する
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控除を受けた二十歳以上の重度心身障害者については、当該雑損控除額、医療費控除

額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当す

る額 

二 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定

する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者(条例第二条第三項第

一号に規定する者の所得の場合にあつては、その者を除く。)一人につき、二十七万円

(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合は、四十万円) 

三 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第八号に規定

する控除を受けた者については、二十七万円(当該寡婦が同法第三百十四条の二第三項

に規定する寡婦である場合は、三十五万円) 

四 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第九号に規定

する控除を受けた者については、二十七万円 

(平一二規則三二四・追加、平一二規則三七九・平一四規則二二八・平一六規則二・

平一八規則二二三・平一九規則八七・平二四規則九一・一部改正) 

 

(受給資格の認定の申請) 

第六条 申請を行う場合は、重度心身障害者手当受給資格認定申請書(別記第一号様式)に、

申請者に係る住民票記載事項証明書(別記第一号様式の二)及び課税証明書を添えて行わ

なければならない(これらの証明書により証明すべき事実を公簿等によつて確認するこ

とができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。)。 

2 次条ただし書の規定により判定を行うことが申請時に明らかな場合は、前項に規定す

る申請書に当該申請者が条例別表に定める程度の重度の障害を有する者であることを証

する書類を添えなければならない。 

(昭五九規則七・平一一規則三九・一部改正、平一二規則三二四・旧第二条繰下・

一部改正、平二七規則二一五・一部改正) 

 

(判定) 

第七条 東京都心身障害者福祉センターの長(以下「センターの長」という。)は、条例第

五条の規定による判定(以下「判定」という。)を受けようとする者に対し、日時及び場

所を指定して判定を行うものとする。ただし、日時及び場所の指定ができない状態にあ

る場合は、当該申請者が条例別表に定める程度の重度の障害を有する者であることを証

する書類により判定を行うことができる。 

2 センターの長は、前項の判定を行つたときは、その結果を重度心身障害者手当受給資

格判定書(別記第二号様式)により、知事に報告しなければならない。 

(平一一規則三九・一部改正、平一二規則三二四・旧第三条繰下・一部改正) 
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(認定及び却下の通知) 

第八条 知事は、申請があつた場合において、当該申請及び前条第二項による報告に基づ

いて、条例第二条に定める支給要件に該当しているか否かを調査し、受給資格があると

認めたときは、重度心身障害者手当受給資格認定通知書(別記第三号様式)により、当該

申請をした者に通知する。 

2 知事は、前項の調査の結果受給資格がないと認めたときは、重度心身障害者手当受給

資格非該当通知書(別記第四号様式)により、当該申請をした者に通知する。 

3 知事は、申請があつた場合において、申請をした者が条例第五条の規定に基づく判定

を受けないことに正当な理由がないと認めたときは、重度心身障害者手当申請却下通知

書(別記第四号様式の二)により、当該申請を却下し、その旨を通知することができる。 

(平一二規則三二四・旧第四条繰下・一部改正) 

 

(現況判定) 

第九条 知事は、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、条例第五

条第二項に規定する判定を行おうとするときは、重度心身障害者手当受給者現況判定通

知書(別記第五号様式)により、当該受給者に通知する。 

(平一二規則三二四・旧第五条繰下・一部改正) 

 

(受給資格消滅の通知) 

第十条 知事は、条例第七条の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、重度心身

障害者手当受給資格消滅通知書(別記第六号様式)により、当該受給者であつた者に通知

する。ただし、同条第一号に該当する場合は、この限りでない。 

(平一二規則三二四・旧第六条繰下・一部改正) 

 

(未支払手当) 

第十一条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだそ

の者に支払つていなかつたものがあるときは、その未支払の手当は、その者の父若しく

は母又は父母がないか若しくは父母が介護しなかつた場合においては、その者が介護し

ていた者にその未支払の手当を支払う。 

(平一二規則三二四・旧第七条繰下・一部改正) 

 

(手当の返還請求) 

第十二条 条例第八条の規定による手当の返還の請求は、重度心身障害者手当返還請求書

(別記第七号様式)により、手当を返還すべき者に通知して行う。 

(平一二規則三二四・旧第八条繰下・一部改正) 
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(届出) 

第十三条 条例第九条の規定による届出は、重度心身障害者手当受給者異動届(別記第八号

様式)により行わなければならない。 

2 条例第九条第三号に規定する届け出るべき事項とは、次の各号に定める事項とする。 

一 受給者の氏名の変更 

二 条例第十一条の規定により、申請等の代行を行う者(以下「代行者」という。)の変

更及びその氏名又は住所の変更 

三 受給者の配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定

める扶養義務者で主として当該受給者の生計を維持するものの変更 

四 所得額の変更 

3 受給者が死亡した場合は、当該受給者の代行者は、重度心身障害者手当受給者死亡届(別

記第八号様式の二)により、その旨を知事に届け出るものとする。 

(平一一規則三九・一部改正、平一二規則三二四・旧第九条繰下・一部改正) 

 

(状況調査) 

第十四条 条例第十条の調査は、受給者又は同居の親族に、次の各号に掲げる届等を当該

各号に定める期間内に提出させることその他の受給資格の有無に関する事実調査による

ものとする。 

一 重度心身障害者手当受給者所得状況届(別記第九号様式)及び課税証明書(課税証明書

により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができる場合は、当該書類の添

付を省略することができる。) 毎年八月一日から同月末日までの間 

二 重度心身障害者手当受給者現況届(別記第十号様式) 毎年二月一日から同月末日ま

での間 

(昭五九規則七・一部改正、平一二規則三二四・旧第十条繰下・一部改正、平二七

規則二一五・一部改正) 

 


